
臨時託児室を設置する
施設使用料を免除します！

会議等を下記施設において開催するに際して、臨時託児室を設置する場合に、
その施設使用料を免除します。
詳しくは、各施設の ホームページを御覧ください。

臨時託児室の設置を支援します!
大阪大学が主催し、又は大阪大学において開催される会議等の開催に当たって、
臨時託児室の設置費用を助成します。
詳しくは、大阪大学男女協働推進センターホームページを御覧ください。

臨時託児室の
設置費用を助成します！

大阪大学男女協働推進センター
TEL：06-6879-4405 ／ FAX：06-6879-4406 / Email：gecenter-gea＠ml.office.osaka-u.ac.jp
HP: http://www.danjo.osaka-u.ac.jp/

大阪大学
大学会館
55099zzwd.coop.osaka-u.ac.jp/daigaku-hall/

大阪大学
中之島センター
www.onc.osaka-u.ac.jp/

大阪大学
コンベンションセンター
55099zzwd.coop.osaka-u.ac.jp/convention/index.html

詳しくは大阪大学男女協働推進センターホームページをご覧ください。
 http://www.danjo.osaka-u.ac.jp/teachers/temporary-childcare/




